
水田活用の直接支払い交付金
水張りルールについて

姫路市地域農業再生協議会

(事務局：姫路市農政総務課）
TEL：079-221-2475
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・令和４～８年度の期間に、一度も「水稲作付」が行われ
ていない水田は、令和９年度から水田活用の直接支払
い交付金の交付対象とはなりません。
・一度交付されなくなった水田は、後に「水稲作付」を行っ
ても交付対象にはなりません。
※令和９年度以降も中４年間隔で水稲作付が必要です。

〇水稲作付が困難な水田の場合、以下の要件を全て満たすことで、
令和９年度からも交付金の交付対象となります。

（１）湛水管理を1ヶ月以上行うこと。（湛水記録簿の提出）
（２）農地１筆ごとの作物の収量を５年間記録に残すこと。
（３）湛水せずに収量が低下した場合には、連作障害を原因としたものか

自然災害等を原因としたものか等の証明すること。

情報更新

水
稲

水
稲

水
稲

水
稲

水
稲


